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議
案
第
九
十
八
号

議
会
の
警
貝
の
報
軌
及
び
蟹
用
弁
償
に
触
す
る
栄
例
の
1
軸
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
議
会
の
議
員
の
報
p
酬
及
び
費
用
奏
傍
に
観
す
る
条
例
の
7
軸
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
､

t',,

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
聖
ハ
十
七
号
)
窮
九
十
六
条
警
視
の
規
定
に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決

を
求
め
る
｡
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松

　

　

　

村

成

碑
和
五
指
等
柏
讃
廿
壱
日
原
奪
可
決

l
ニ
朝
町
頭
金
哉
長
牧
田
嶺



二

∵ヰ

三
朝
町
条
例
第
ノ
〟
　
　
　
号

/

議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
襲
用
弁
償
に
舶
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

議
会
の
警
貝
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
蘭
す
る
条
例
(
昭
和
三
十
1
年
三
朝
町
条
例
由
十
九
号
)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
一
集
中
｢
十
五
万
三
千
円
｣
を
｢
十
八
万
六
千
円
｣
に
､
｢
十
一
万
七
千
円
｣
を
｢
十
三
万
四
千
円
｣
･

に
､
｢
十
万
三
千
円
｣
を
｢
十
l
万
九
千
円
｣
に
改
め
る
｡

附

　

則

(
施
行
期
日
等
)

J
　
こ
の
条
例
は
'
公
.
布
の
日
か
ら
履
行
し
､
昭
和
五
十
e
l
年
幽
月
1
日
か
ら
適
用
す
る
｡

(
報
酬
等
の
内
払
)

r
Y
　
改
正
前
の
議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
細
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
S
て
､
昭
和
五
十
四
年

四
月
1
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
.
B
の
前
日
ま
で
の
間
に
､
議
長
､
副
議
長
及
び
議
員
庭
支
払
わ
れ
た

報
酬
及
び
期
末
手
当
は
､
改
正
後
の
議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
的
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る

■

■
戦
洲
及
び
期
末
手
当
の
内
払
と
み
を
す
.
I


